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当社は国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）の精神を自社の事業活動に
取り入れ、社会課題の解決による持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

当社の取り組み

・SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより
よい世界を目指す国際目標です。
・17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave 
no one behind）」ことを誓っています。

本宣言書は足利銀行のサポート
により作成しています

事業活動のあらゆる領域で環境負荷低減に
取り組み、持続可能な社会の実現に貢献
します。

製品・サービスの品質・安全性等の向上に
取り組み、顧客満足を追求します。

環境 製品・サービス

社会貢献・地域貢献 組織体制

＜具体的な取り組み＞
・「愛リバー栃木」への参加等、河川の保護活動推進
・事務所内へLED照明の導入
・ハイブリッド車の導入・活用
・在庫管理の徹底による廃棄の削減

＜具体的な取り組み＞
・環境負荷の少ない資材への切り替え
・施工中における安全確保体制の整備

地域内の関係者とともに、事業の継続的な
発展を通じて地域経済の活性化や雇用の
促進に貢献します。

法令順守やコンプライアンス意識等を高め、
企業の社会的責任を果たします。

＜具体的な取り組み＞
・被災地へのボランティア支援の実施
・地域防災活動・行事への積極的な参加
・地元人材の雇用機会提供

＜具体的な取り組み＞
・災害発生時の連絡手段確率
・法令順守の徹底、コンプライアンスへの理解度
強化
・リスクマネジメントの強化、リスクの洗い出し


